
さいたま市家庭保育室事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、市長が家庭保育室として認定する保育施設の基準を定めると

ともに、認定された家庭保育室におけるサービス水準の維持向上のために必要な

事項を定めることにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。 

⑴ 家庭保育室 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第３９条第１項に規定する施設であって、法第３５条第４項の認可を受けてい

ないもののうち、この要綱で定める要件を満たす施設として市長が認定した施

設をいう。 

⑵ 設置者 家庭保育室を設置し、運営する者をいう。 

⑶ 常勤職員 事業主と直接、労働契約を結んでいる者で、１日の実労働時間が

６時間以上かつ１箇月の勤務日数が２０日以上であるものをいう。 

⑷ 保育士 法第１８条の１８第１項の登録を受けている者をいう。 

（認定） 

第３条 家庭保育室の認定を受けようとする設置者は、別に定める提出期限までに、

次に掲げる書類を市長に提出し、審査を受けなければならない。 

⑴ 家庭保育室認定申請書（様式第１号） 

⑵ 家庭保育室施設調書（様式第２号） 

⑶ 保育設備調書（様式第３号） 

⑷ 賠償責任保険加入調書（様式第４号） 

⑸ 傷害保険加入調書（様式第５号） 

⑹ 賃貸借契約書の写し（保育に使用する部屋が賃貸借契約の場合に限る。） 

⑺ 職員勤務体制表 

⑻ 歳入歳出予算書又は予算案（設置者が法人の場合に限る。） 

⑼ 預貯金残高証明書 

⑽ 借入金残高証明書 

⑾ 直近３年間の確定申告書の写し及び収支計算書の写し（設置者が個人の場合



に限る。） 

⑿ 直近３年間の決算報告書（設置者が法人の場合に限る。損益計算書、貸借対

照表、勘定科目明細書を含む。） 

⒀ 直近３年間の確定申告書別表の写し（設置者が法人の場合に限る。） 

⒁ 登記事項証明書（設置者が法人の場合に限る。） 

⒂ 直近３年間の納税証明書（設置者が個人の場合は所得税及び住民税並びに消

費税及び地方消費税、設置者が法人の場合は法人税及び法人住民税の納税証明

書。） 

⒃ 設置者の経営状況が健全であることを証する書類（設置者が法人の場合に限

る。） 

⒄ 保育サービス利用者との利用契約書式等 

⒅ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

２ 家庭保育室の認定を受けようとする保育施設は、次に掲げる要件を満たしてい

なければならない。 

⑴ 既に保育の対象となる児童が在籍していること。 

⑵ 認可外保育施設指導監督基準を満たしていること。 

⑶ この要綱で定める要件を満たしていること。 

３ さいたま市以外の市町村に所在する保育施設の場合は、当該市町村で既に家庭

保育室として委託を受けていなければならない。 

４ 市長は、第１項の申請があった場合において、その内容を審査し、認定するこ

とを決定したときは、設置者に対し、家庭保育室認定通知書（様式第６号）によ

り通知するものとする。 

５ 市長は、認定しないことを決定したときは、設置者に対し、家庭保育室に認定

しない旨の通知をするものとする。 

（設置者の要件等） 

第４条 設置者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。 

⑴ 家庭保育室を運営するために必要な、別に定める経済的基盤があること。 

⑵ 財務内容が適正であること。 

⑶ 家庭保育室事業を健全かつ円滑に実行できること。 



⑷ 家庭保育室事業に関し，不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認める

に足りる相当の理由がある者でないこと。 

２ 設置者は、家庭保育室事業が、保育施設１施設の運営である場合に限り、施設

長を兼任することができる。 

（職員等） 

第５条 家庭保育室には、施設長、保育従事者及び調理員を配置しなければならな

い。 

２ 施設長は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。 

⑴ 保育士、看護師又は保健師の資格を有する者（以下「有資格者」という。）、

又は育児の経験を有し市長が認めた者であること。 

⑵ 施設運営の責任者として、専任の常勤職員であること。 

⑶ 児童の保育について愛情と責任を有し、心身ともに健康な者であること。 

３ 前項第２号の規定に関わらず、施設長は、保育従事者の資格を有する常勤職員

を兼任できることとする。 

４ 保育従事者の年齢別配置基準は、０歳児３人につき１人以上、１歳以上４歳に

満たない児童６人につき１人以上とする。ただし、所要の保育従事者の年齢別配

置基準の算出数が、各年齢の定員数を年齢別配置基準数で除し、小数点以下１位

未満の端数があるときはこれを切り捨て、各々を合計し、小数点以下の端数を四

捨五入したものとする。 

５ 前項の基準により求められた所要の保育従事者の３分の１以上は、常勤職員で

なければならない。ただし、所要の保育従事者の算出数が、小数点以下の端数が

あるときはこれを切り上げることとする。 

６ 第４項の基準により求められた所要の保育従事者の３分の１以上は、有資格者

でなければならない。ただし、所要の有資格者数の算出数が、小数点以下の端数

があるときはこれを切り上げることとする。 

７ 開園時間中については、現に登園している児童数に対し、第４項から第６項ま

での基準により算出した数以上の保育従事者を配置しなければならない。ただし、

算出結果にかかわらず、有資格者１人以上を含む複数の保育従事者を配置しなけ

ればならない。 



８ 保育従事者と調理員は、兼任することができることとする。ただし、保育従事

者が調理員として従事する時間においても、第４項に掲げる職員の配置基準等が

遵守されなければならない。 

 （秘密保持等） 

第６条 家庭保育室の職員は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 設置者は、職員であった者が、秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講

じなければならない。 

（施設に備える書類） 

第７条 家庭保育室には、別表に定める書類を整備し、備え付けておかなければな

らない。 

２ 前項の書類については、事業完了後５年間保存しておかなければならない。 

（構造設備等） 

第８条 家庭保育室の構造設備等の基準は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 保育に使用する部屋は、原則として１階に位置し、通風及び採光が十分であ

り、かつ、保育に専用できること。 

⑵ 保育室の面積は、児童１人あたり３．３平方メートル以上であること。 

⑶ 保育室は、次に掲げる児童の区分により、それぞれ別の部屋又はベビーフェ

ンス等で区画されている部屋であり、かつ、安全性が確保されている部屋であ

ること。 

ア ０歳児 

イ １歳児以上４歳児未満 

⑷ 保育室のほか調理室、便所及び屋外遊戯場を設けること。 

⑸ 調理室は、原則として専用の部屋とすること。ただし、保育室から簡単に出

入りできないよう専用の区画をしている場合は、この限りでない。 

⑹ 屋外遊戯場は、児童の移動に支障がなく、安全の確保が図られていることを

前提に近隣の公園等に代えて差し支えないこと。 

⑺ 非常口は、火災等非常時に入園児童の避難に有効な位置に２箇所２方向設置

されていること。保育室等を１階に設ける場合又は屋上に屋外遊戯場を設ける



場合においても、２方向の避難経路を確保すること。 

⑻ 保育室を２階以上に設置する場合には、児童福祉施設最低基準（昭和２３年

１２月２９日厚生省令第６３号）第３２条第８号に定める基準を遵守すること。 

⑼ 家庭保育室を設置する場合にあって、床面積が１００平方メートル以上を有

している施設は、建築基準法に基づき建物を保育所の用途とすること。 

（定員） 

第９条 家庭保育室の定員は、１９人までの児童を対象とした保育を行うに足りる

定員とし、市長がこれを定める。 

２ 家庭保育室の入園限度数は、前条第２号の基準により算出した人数とする。た

だし、前条第２号の基準により算出した人数が、小数点以下の端数があるときは

これを切り捨てることとする。 

３ 設置者は、家庭保育室において、前項の入園限度数を超えて保育してはならな

い。 

４ 認定された定員数を増やすことはできない。ただし、本要綱に定める設備、面

積、職員配置等の基準を満たした上で、変更の申請を行い、本事業予算が確保さ

れた場合、定員増を承認することとする。 

（給食等） 

第１０条 食事は施設内で調理された給食を毎日提供し、次に掲げる要件を満たす

こととする。 

⑴ あらかじめ作成された献立に従うこと。 

⑵ 児童の年齢、発達の段階及び健康状態に応じた食事の提供、アレルギーや必

要な栄養素摂取量への配慮、並びに食事の内容、回数や時期について、適切に

応じることができること。 

⑶ 調理室、調理設備、食器等は衛生的な管理に努め、細心の注意を払うこと。 

（保険） 

第１１条 設置者は、家庭保育室を運営するに当たり、次に掲げる保険にそれぞれ

加入しなければならない。 

⑴ 児童を対象とした、１人の事故につき３千万円以上、１回の事故につき３億

円以上の賠償責任保険 



⑵ 児童を対象とした、１人あたり死亡１００万円以上、入院１日につき千円以

上の傷害保険 

（保育料） 

第１２条 家庭保育室の保育料は、設置者が自由に設定できるものとする。 

２ 子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第２８条の１６

に規定する費用は、保育料と区別して設定するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、保育の対象となる児童に対する基本保育時間（８

時間）に係る保育料、保育に直接必要な保育材料費、水道光熱費及び食事の提供に

要する費用並びにこれらに係る消費税額相当分（以下「保育料等」という。）の合計

は、３歳未満児の場合は月額１０４，０００円、３歳児の場合は月額１０１，０

００円を超えない金額で設定するものとする。 

（保育時間等） 

第１３条 家庭保育室の保育時間は、８時間以上とする。ただし、宿泊を伴う保育

を実施してはならない。 

２ 家庭保育室の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、休日保育を実施す

る場合はこの限りでない。 

⑴ 日曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

⑶ １月２日及び同月３日並びに１２月２９日から同月３１日まで 

３ 前項の規定以外の日を、休園日とする場合は、事前に保護者の理解を得るもの

とする。 

４ 前３項に定めるもののほか、保育時間及び休園日に関し必要な事項は、設置者

及び保護者との協議により定めるものとする。 

（事故報告） 

第１４条 設置者は、家庭保育室で保育中に事故が発生したときは、速やかに事故

報告書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

(認定内容の変更) 

第１５条 設置者は、次に掲げる事項について変更しようとするときは、家庭保育

室認定内容変更申請書（様式第８号）を、当該事項を変更しようとする日の１箇



月前まで（⑸に掲げる事項について変更しようするときは、６箇月前まで）に市

長に提出しなければならない。 

⑴ 施設長 

⑵ 定員 

⑶ 建物その他設備の規模及び構造 

⑷ 保育時間 

⑸ 保育料等 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項 

２ 市長は、前項の申請について変更を承認した場合は、家庭保育室認定内容変更

承認通知書（様式第９号）を設置者に対して通知するものとする。 

３ 設置者が、前第２項による市長の承認を受け、認定内容を変更するにあたって

は、保育サービス利用者に変更内容の周知説明等を行い、サービス水準の維持と

向上に努めなければならない。 

（廃止又は休止） 

第１６条 設置者は、家庭保育室を廃止し又は休止しようとするときには、家庭保

育室廃止（休止）申請書（様式第１０号）を、廃止し又は休止しようとする日の

１か月前までに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請について廃止又は休止を承認したときは、家庭保育室廃止

（休止）承認通知書（様式第１１号）を設置者に対して通知することとする。た

だし、家庭保育室の公共性から、多大な影響が出ると判断して、廃止又は休止を

承認しないときには、申請者にその旨を通知するものとする。 

（指導調査等） 

第１７条 市長は、家庭保育室の設備及び運営について、定期的に立入調査、指導

等を行うものとする。 

２ 市長は、前項の立入調査の結果、改善を求める必要があると認めたときは、家

庭保育室の設置者に対し、文書による改善指導を行うものとする。 

３ 市長は、前項の改善指導を行っても改善されない場合は、設置者に対し、文書

による改善勧告を行うこととし、当該保育施設の設置者から文書で報告を求める。

ただし、児童福祉のために緊急の必要がある場合は、前項の改善指導を行うこと



なく、改善勧告を行うことができる。 

４ 市長は、前項の規定により、勧告を受けた設置者から、当該勧告に対する報告

があった場合は、その改善状況を確認するため、特別立入調査を行うものとする。 

５ 市長は、回答期限が経過しても報告がなかった場合についても、特別立入調査

を行うことができる。 

６ 市長は、第２項の改善指導及び第３項の改善勧告を行った旨を公表することが

できる。 

７ 設置者は、市長が、さいたま市家庭保育室事業委託料支出に関する要綱に定め

る基準等の内容を設置者に遵守させ、又は維持・継続させるため、必要な報告を

求める場合及び調査（立入調査を含む。）を行う場合には、これに応じなければな

らない。 

（認定取消） 

第１８条 市長は、次のいずれかに該当する場合には、家庭保育室の認定を取り消

すことができる。 

⑴ 児童を保育することが不適当と認められる事実が生じたとき。 

⑵ 施設の構造設備等が、この要綱の基準に適合しなくなったとき。 

⑶ 第１７条第３項の改善勧告に従わなかったとき。 

⑷ 偽りその他不正の手段により、認定を受けた又は委託料を申請した事実が判

明したとき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、取り消すことが適当であると認められたとき。 

２ 市長は、前項の規定による認定の取り消しをした場合は、その旨を公表するも

のとする。 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、子ども

未来局長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１３年５月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この要綱の規定にかかわらず、さいたま市成立前に浦和市、大宮市、与野市で

指定又は承認された家庭保育室については、さいたま市長が承認し指定したもの

とみなす。 

３ 第９条第１項において、さいたま市成立前に浦和市、大宮市、与野市で指定又

は承認された家庭保育室の定員が１９人を超えるものについてはその定員とし、

さいたま市成立後、定員の変更をする場合は同条同項の適用を運用する。また、

同様に当初、指定又は承認された状況については、さいたま市成立後もさいたま

市長が指定又は承認したものとみなす。 

附 則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に家庭保育室の委託を受けている設置者は、この要綱

の施行の日から１年間は、第４条第２項の規定を受けることが出来る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 指定を受けようとする家庭保育室が、さいたま市成立前に浦和市、大宮市、及

び与野市で指定又は承認され、定員が１９人を超えるものについてはその定員と

する。ただし、定員を変更する場合においては、第１５条第１項の規定を適用す

る。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年６月１日から施行する。  



附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和元年８月５日から施行し、同年７月１日から適用する。ただ

し、第１２条の改正は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （特例） 

２ 令和元年１０月１日を変更日とする保育料等の変更に係る申請については、改正

後の第１５条の規定にかかわらず、設置者は、１箇月前までに市長に家庭保育室認

定内容変更申請書を提出しなければならない。 

附 則 

 この要綱は、令和２年３月３１日から施行し、同年３月１日から適用す

る。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 

附 則 

 この要綱は、令和４年２月２日から施行し、同年１月２７日から適用す

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年９月２１日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 （特例） 



２ 令和５年４月１日を変更日とする保育料等の変更に係る申請については、改正後

の第１５条の規定にかかわらず、設置者は、３箇月前までに市長に家庭保育室認定

内容変更申請書を提出しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正前のさいたま市家庭保育室事業実施要綱様式第１号、様式第

８号、様式第１０号により提出された書類は、令和５年度に限り、この要綱による改

正後のさいたま市家庭保育室事業実施要綱様式第１号、様式第８号、様式第１０号に

より提出されたものとみなす。



別表（第７条関係） 

家庭保育室に備える書類一覧 

書類名 書類名 

運
営
管
理
関
係 

1 職員雇用契約書 

保
育
内
容
関
係 

1 児童との契約書 

2 職員履歴書 2 児童名簿 

3 資格証明書 3 全体的な計画 

4 労働者名簿 4 指導計画 

5 職員勤務表（シフト表） 5 児童の出欠簿 

6 職員出勤簿 6 保育日誌 

7 賃金台帳 7 児童票 

8 社会保険関係書類 8 保護者との連絡帳 

9 職員健康診断記録 9 緊急連絡表 

10 建物の平面図 10 給食献立表 

11 防災訓練の記録 11 検便検査結果票 

 
12 児童健康診断記録 

13 傷害・賠償保険証 

 


